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議 事 日 程 

 

議事日程第４号 

第１ 議案・請願上程・委員長報告・質疑・討論・採決 

   （総務常任委員長） 

   議案第62号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第67号 平成22年度勝浦市一般会計補正予算 

   （教育民生常任委員長） 
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   議案第63号 勝浦市スポーツ施設設置管理条例の制定について 

   議案第64号 勝浦市柔剣道場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について 

   議案第65号 勝浦市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第68号 平成22年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算 

   議案第69号 平成22年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予算 

   議案第70号 平成22年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 

   （建設経済常任委員長） 

   議案第66号 市道路線の認定について 

   議案第71号 平成22年度勝浦市水道事業会計補正予算 

   請願第１号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しについて意見書提出

を求める請願 

   請願第２号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れなど緊急対策の即時実施に

ついて意見書提出を求める請願 

第２ 発議案上程・説明・質疑・討論・採決 

   発議案第12号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しを求める意見書に

ついて 

   発議案第13号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れなど緊急対策の即時実施

を求める意見書について 

 

──────────────────────── 

 

開     議 

 

平成２２年１２月１６日（木） 午前１０時００分開議 

○議長（板橋 甫君） ただいま出席議員は18人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立

いたしました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願います。 

 

──────────────────────── 

 

議案・請願上程・委員長報告・質疑・討論・採決 

 

○議長（板橋 甫君） 日程第１、議案・請願を上程いたします。 

 議案第62号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、議案第67号 平成

22年度勝浦市一般会計補正予算、以上２件を一括議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。丸総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 丸 昭君登壇〕 

○総務常任委員長（丸 昭君） 議長よりご指名がありましたので、今期定例会において総務常任委
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員会に付託されました議案の審査経過と結果について、その概要をご報告いたします。 

 当総務常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る12月13日、委員会を開催し、

執行部より市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたしました。 

 その結果、議案第62号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

67号 平成22年度勝浦市一般会計補正予算、以上２件につきまして、慎重審議の結果、お手元

へ配布の委員会審査報告書のとおり、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 以上をもちまして、総務常任委員長の報告を終わります。 

○議長（板橋 甫君） これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） それでは討論を終結いたします。 

 これより議案第62号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いた

します。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手多数であります。よって、議案第62号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第67号 平成22年度勝浦市一般会計補正予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第63号 勝浦市スポーツ施設設置管理条例の制定について、議案

第64号 勝浦市柔剣道場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について、議案第65

号 勝浦市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第68号 平成22年

度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算、議案第69号 平成22年度勝浦市後期高齢者医療特別

会計補正予算、議案第70号 平成22年度勝浦市介護保険特別会計補正予算、以上６件を一括議

題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。児安教育民生常任委員長。 
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〔教育民生常任委員長 児安利之君登壇〕 

○教育民生常任委員長（児安利之君） 議長よりご指名がありましたので、今期定例会において教育

民生常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果について、その概要をご報告いたしま

す。 

 当教育民生常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る12月14日、委員会を開

催し、執行部より市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたしま

した。 

 その結果、議案第63号 勝浦市スポーツ施設設置管理条例の制定について、議案第64号 勝

浦市柔剣道場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について、議案第65号 勝浦市

行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第68号 平成22年度勝浦市国

民健康保険特別会計補正予算、議案第69号 平成22年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予

算、議案第70号 平成22年度勝浦市介護保険特別会計補正予算、以上６件につきまして、慎重

審議の結果、お手元へ配布の委員会審査報告書のとおり、全員賛成で原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 なお、審査の過程で、議案第63号に関連して、勝浦市営野球場のトイレ設備について、利用

者の利便の向上を図るため、トイレの増設整備を強く要望する旨の意見が出されました。特に

委員長としてもこの意見に賛同し、トイレの整備に対して要望するものであります。 

 以上をもちまして、教育民生常任委員長の報告を終わります。 

○議長（板橋 甫君） これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） それでは討論を終結いたします。 

 これより議案第63号 勝浦市スポーツ施設設置管理条例の制定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第63号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第64号 勝浦市柔剣道場設置及び管理に関する条例を廃止する条

例の制定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、

委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第64号は、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第65号 勝浦市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定

についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第65号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第68号 平成22年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算を採決

いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第69号 平成22年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予算を採

決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手多数であります。よって、議案第69号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第70号 平成22年度勝浦市介護保険特別会計補正予算を採決いた

します。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第66号 市道路線の認定について、議案第71号 平成22年度勝浦

市水道事業会計補正予算、請願第１号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の

見直しについて意見書提出を求める請願、請願第２号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万

トンの買い入れなど緊急対策の即時実施について意見書提出を求める請願、以上４件を一括議
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題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。末吉建設経済常任委員長。 

〔建設経済常任委員長 末吉定夫君登壇〕 

○建設経済常任委員長（末吉定夫君） おはようございます。議長よりご指名がありましたので、今

期定例会において建設経済常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果について、その

概要をご報告いたします。 

 当建設経済常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る12月14日、委員会を開

催し、執行部より市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたしま

した。 

 その結果、議案第66号 市道路線の認定について、議案第71号 平成22年度勝浦市水道事業

会計補正予算、以上２件につきまして慎重審議の結果、お手元へ配布の委員会審査報告書のと

おり、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、請願第１号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しについて意

見書提出を求める請願、請願第２号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れな

ど緊急対策の即時実施について意見書提出を求める請願、以上２件につきましては、願意妥当

と認め、全員賛成で採択すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、建設経済常任委員長の報告を終わります。 

○議長（板橋 甫君） これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） それでは討論を終結いたします。 

 これより議案第66号 市道路線の認定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報

告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第66号は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、議案第71号 平成22年度勝浦市水道事業会計補正予算を採決いたしま

す。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、請願第１号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見

直しについて意見書提出を求める請願を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択で

あります。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、請願第１号は、採択と決しました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、請願第２号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れな

ど緊急対策の即時実施について意見書提出を求める請願を採決いたします。本件に対する委員

長の報告は採択であります。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、請願第２号は、採択と決しました。 

 

──────────────────────── 

 

発議案上程・説明・質疑・討論・採決 

 

○議長（板橋 甫君） 日程第２、発議案を上程いたします。 

 発議案第12号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しを求める意見書

について、発議案第13号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れなど緊急対策

の即時実施を求める意見書について、以上２件を一括議題といたします。職員に発議案を朗読

させます。大鐘係長。 

〔職員朗読〕 

○議長（板橋 甫君） 発議者から提案理由の説明を求めます。末吉定夫議員。 

〔18番 末吉定夫君登壇〕 

○18番（末吉定夫君） 議長よりご指名をいただきましたので、ただいま議題となりました発議案第

12号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しを求める意見書について、

発議案第13号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れなど緊急対策の即時実施

を求める意見書について、以上２件について、提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、発議案第12号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しを求め

る意見書について申し上げます。６月18日に閣議決定された新成長戦略では、2020年までに実

現する目標として、ＦＴＡ（自由貿易協定）やＥＰＡ（経済連携協定）をアジア、太平洋、さ

らにインドやＥＵと結ぶことを工程表にしています。 

 菅首相は、臨時国会の冒頭、所信表明演説で、ＴＰＰ（環太平洋戦略的連携協定）交渉への

参加を検討し、アジア太平洋自由貿易圏の構築を目指すと突如表明し、11月６日から開催され
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たＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）首脳会議の議長国を務めたことにより、その道筋をつく

り、自由化路線を一気に加速させました。 

 ＴＰＰは、原則すべての品目の関税を撤廃し、例外なく自由化する協定です。農水省の試算

は、もし締結した場合、我が国の食料自給率は14％に急落し、米の生産量は90％減少すると、

衝撃な事態を想定しています。 

 ９月７日に発表された農業センサスは、この５年間で農業就業者が22％も減り、その平均年

齢は65.8歳と、日本農業の危機的な姿を報じております。こんな状況を放置し、その上、自由

化では、食料自給率の向上など考えられません。 

 日本の農産物平均関税率は11.7％と、ＥＵの19.5％より低い水準で、決して問題視されるよ

うなものではありません。農業に市場原理を持ち込み、国際競争力やコスト削減、大規模化、

六次産業化をどんなに声高に言われても、今の農家にそんな体力はありません。国民の９割は

自給率の向上、国内産を求めています。 

 よって、国においては、ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線を改め、食料自

給率を引き上げ、各国の食料主権を尊重した貿易ルールづくりを推進するよう強く要望します。 

 次に、発議案第13号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れなど緊急対策の

即時実施を求める意見書について、申し上げます。生産原価を大幅に割り込む米価下落が常態

化する中、平成22年産米が１俵（60キロ）当たり１万円の大暴落です。余りに安い米価に米つ

くって飯食えないと生産農家は失望しています。 

 政府・農水省は、米戸別所得補償モデル事業によって米の需給は均衡し、米価は安定すると

してきました。 

 しかし、平成21年産米がいまだに流通し、相対価格が史上最低を更新、さらに平成22年産新

米が出回ると、事態は一層深刻化し、所得補償を見込んだ市場の反応に加え、価格対策はとら

ないと政府が公言したことで、底知れぬ米価下落に拍車がかかっています。米業者は一斉に買

い控え、産地側は売り急ぎに走り、生産米価無視の激しい産地間の値下げ競争が巻き起こって

おります。 

 米戸別所得補償モデル事業は、米価下落の歯止めに機能しないこと、下落すれば、制度上、

さらなる財政負担が避けられないことが証明されています。 

 生産農家は、さらに異常な猛暑による高温障害やカメムシ被害で、等級落ちと収量減で資金

繰りに苦慮し、今後の米づくりを再考せざるを得なくなるような深刻な事態です。 

 このまま放置するなら、農家経営と産地の疲弊が一層進み、国民への国内産米の安定供給が

困難になることは必至です。政府が優先課題とする食料自給率向上の土台が崩壊してしまいま

す。一刻も早い緊急対策が求められております。 

 よって、国においては、棚上げ備蓄を前倒しし、40万トン程度の備蓄米を適正価格で買い入

れるなど、米価下落対策を直ちに実施するよう強く要望いたします。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出しようとするものであります。 

 何とぞ発議者の意をご賢察の上、よろしくご審議をいただき、可決あらんことをお願い申し

上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（板橋 甫君） これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。

質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第12号及び発議案第13号、以上２

件につきましては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） ご異議なしと認めます。よって、発議案第12号及び発議案第13号、以上２件

につきましては、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板橋 甫君） それでは討論を終結いたします。 

 これより発議案第12号 ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなど、輸入自由化推進路線の見直しを求め

る意見書についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、発議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

○議長（板橋 甫君） 次に、発議案第13号 米価暴落に歯止めをかけ、備蓄米40万トンの買い入れ

など緊急対策の即時実施を求める意見書についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（板橋 甫君） 挙手全員であります。よって、発議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────── 

 

閉     会 

 

○議長（板橋 甫君） 以上をもちまして、今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしま

した。 

 これをもって平成22年12月勝浦市議会定例会を閉会いたします。 

 

午前１０時２８分 閉会 

 

──────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 
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１．議案第62号～議案第71号の総括審議 

１．請願第１号～請願第２号の総括審議 

１．発議案第12号～発議案第13号の総括審議 
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